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健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２０年政令第３７１号。以下「令」と

。） 、 。いう が本日公布され 平成２１年１月１日から施行されることとされたところである

改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用にあたっては十分に留意

の上、被保険者等への周知を図る等遺憾なきを期されたい。

記

第１ 改正の趣旨及び主な内容

平成２１年１月１日より一定の出産に係る事故について補償金の支払に備えるための

仕組み（産科医療補償制度（別添 ）が開始されることに伴い、出産費用の上昇が見込）

まれることを踏まえ、健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）等において所要

の改正を行い、同日より、出産育児一時金等の支給額を見直すものである。

第２ 改正の具体的内容

１ 健康保険法施行令の一部改正（令第１条及び附則第２条関係）

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を、病院、診療所、助産所その他の

者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下におけ

る出産であると保険者が認めるときは、一の保険契約に関し被保険者が追加的に必要

となる費用の額を基準として、３５万円に３万円を超えない範囲内で保険者が定める

額を加算した額とすること。

一 病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、

特定出産事故（※）が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的

負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための一定の保

険契約が締結されていること。

二 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、特定出産事故

に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講

じていること。



（※） 一定の出産に係る事故で、出生した者が当該事故により重度の脳性麻痺に

かかったもの。

２ 船員保険法施行令（昭和２８年政令第２４０号）の一部改正（令第２条及び附則第

３条関係）

上記１の改正に準じた改正を行うこと。

（ ）３ その他関係政令の一部改正 令第３条及び第４条並びに附則第４条及び第５条関係

国家公務員共済組合法施行令（昭和３３年政令第２０７号）及び地方公務員等共済

組合法施行令（昭和３７年政令第３５２号）につき、上記１の改正に準じた改正を行

うこと。



産科医療補償制度について

１．産科医療補償制度の概要

産科医療補償制度は、出産に係る医療事故（過誤を伴う事故および

過誤を伴わない事故の両方を含む。以下同じ ）により脳性麻痺とな。

った者及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故

原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供するこ

となどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図

ることを目的としている。

２．補償制度の仕組み

分娩機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠・分娩にもかか

わらず脳性麻痺となった者に補償金を支払う。

分娩機関は､補償金の支払いによる損害を担保するため､運営組織が

契約者となる損害保険に加入する。

補償金が支払われた個々の事例について、専門家が医学的観点で検

証・分析し、その結果を分娩機関・脳性麻痺となった者及びその家族

にフィードバックする。

原因分析された個々の事例情報を体系的に整理・蓄積し、広く社会

に公開することにより、将来の同種の医療事故の再発防止等、産科医

療の質の向上を図る。

原因分析の結果、分娩機関に損害賠償責任がある場合は、補償金と

損害賠償金の調整を行う。

（別添）




